
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
一対の握り（９， 10）を有するハウジング（１）と、少なくとも一枚のディスクから成る
スリット加工用工具（４）を駆動するための駆動ユニット（２）とを具え、前記ハウジン
グ（１）はキャリッジ（３）に対して工具（４）のディスク面と平行な面内で第一端部領
域における軸受（６）を中心としてばね（７）力に抗して旋回可能であり、第二端部領域
においてキャリッジ（３）には 調整可
能な深度ストッパ（ 18）を受けるべく、ハウジング（１）に向けて突出する係止レール（
17）を設けると共にハウジング（１）には係止レール（ 17）と協働するストッパ素子（ 12
）を設け、該ストッパ素子は一方の握り（９， 10）に配置した係止スイッチ（ 11）によっ
て としてなる壁面スリット加工装置において、深度ストッパ（ 18）をストッパ素
子（ 12）に対して としたことを特徴とする加工装置。
【請求項２】
請求項１記載の加工装置において、前記深度ストッパ（ 18）には、ストッパ素子（ 12）に
向けて突出すると共にストッパ素子（ 12）の停止面（ 14）と協働する係止アーム（ 28）を
設けたことを特徴とする加工装置。
【請求項３】
請求項１又は２に記載の加工装置において、前記ストッパ素子（ 12）には、係止アーム（
28）を弾性的に回避させるガイド輪郭（ 15）を持たせたこを特徴とする加工装置。
【請求項４】
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請求項２又は３に記載の加工装置において、前記深度ストッパ（ 18）におけるストッパ素
子（ 12）に対向する停止面（ 27）と係止アーム（ 28）の停止エッジ（ 21）との間隔（ A1）
は、少なくともハウジング（１）における深度 （ 18）に対向する境界面（ 26）と
ストッパ素子（ 12）の （ 14）との間隔（ A2）と一致させたことを特徴とする加工
装置。
【請求項５】
請求項２～４のいずれか一項に記載の加工装置において、係止アーム（ 28）はばね鋼製と
したことを特徴とする加工装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【技術分野】
　本発明は壁面にスリットを加工するための加工装置に関し、特に、一対の握りを有する
ハウジングと、少なくとも一枚のディスクから成るスリット加工用工具を駆動するための
駆動ユニットとを具え、前記ハウジングはキャリッジに対して工具のディスク面と平行な
面内で第一端部領域における軸受を中心としてばね力に抗して旋回可能であり、第二端部
領域においてキャリッジには 調整可能な深度ストッ
パを受けるべく、ハウジングに向けて突出する係止レール）を設けると共にハウジングに
は係止レールと協働するストッパ素子を設け、該ストッパ素子は一方の握りに配置した係
止スイッチによって としてなる壁面スリット加工装置に係るものである。
【０００２】
【背景技術】
　新築、改築、増築などに伴う に際しては、各種の電気ケーブルを収めるた
めの電気配管を敷設する。床、天井、壁などのコンクリート製構造部材の場合、通常、型
板にコンクリートを打設する前に、電気配管を型板に固定する。コンクリート構造部材か
ら突出する電気配管を既設壁面に敷設するため、壁面スリット加工装置を使用し、互いに
平行に延在する二本のスリットを壁面に切り込んでスリットを形成する。スリットの深さ
と間隔は、敷設すべき電気配管の数と直径とに依存する。壁のスリット間の材料を適当な
工具を用いて除去し、電気配管を収めるための受け溝を作成する。
【０００３】
　ドイツ連邦共和国特許出願公開第３８１５２４５号公報に開示された既知の壁面スリッ
ト加工装置は、  ハウジングと、  少なくとも一枚のディスクからなるスリット加工工具駆
動すべくハウジングに結合した駆動ユニットと、  キャリッジとを具える。初期位置にお
いて、ハウジングはキャリッジに対して傾斜位置を占めるため、スリット工具は基盤に乗
り上げるキャリッジから突出しない。ハウジングは、スリット工具のディスク面に対して
平行に、キャリッジの第一端部領域に配置した軸受を中心として、ばね素子の力に抗して
動作位置まで旋回可能である。ハウジングとキャリッジとの間における旋回角度を制限す
るため、キャリッジからハウジングに向けて突出する係止レールの遊端は、ハウジングに
配置したストッパ素子の舌状部分に接触する。このストッパ素子は、握りに配置した係止
スイッチに結合し、係止スイッチは作動時に長手方向軸線を中心とするストッパ素子およ
び舌状部分のばね力に抗しての回動を生じさせる。係止スイッチを解除するとストッパ素
子は初期位置に復帰する。係止レール上に深度ストッパが設けられ、この深度ストッパは
係止レールに沿って段階的に調節可能とされている。
【０００４】
　この既知の加工装置において、作業者は、スリット加工作業に必要な強い押圧力のみな
らず、キャリッジとハウジングとの間に配置したばねを圧縮させるための 作業時間の
全体に亙って集約しなければならない。この追加的な負担により作業車が早期に疲労する
ため、押圧力は弱まる。その結果、スリットの一定深さを維持するのが困難となる。
【０００５】
【発明の開示】
本発明の課題は、特に壁基盤に一定深さのスリットを僅かな労力で容易かつ確実に作成可
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能とする壁面スリット加工装置を提案することにある。
【０００６】
　この課題を解決するため、本発明は、前述した構成の壁面スリット加工装置において、
深度 をストッパ素子に とすることを特徴とするものである。
【０００７】
　基盤にスリット加工を施すに際して、ハウジングはキャリッジおよび係止レールに対し
て旋回させる。ハウジングが深度ストッパに接すると、深度ストッパはハウジングのスト
ッパ素子を する。そのため、ハウジングとキャリッジとの間に配置したばねで付勢さ
れているにも拘わらず、ハウジングを深度ストッパから分離することが不可能となる。し
たがって、ばね力に対抗する力を作業時間に亙って追加的に及ぼす必要はない。
【０００８】
　ハウジングを深度ストッパに固定する場合、ストッパ素子の停止面と協働し、かつ、ス
トッパ素子に向けて突出する係止アームを用いることが有利である。
【０００９】
　ストッパ素子には、係止アームを弾性的に回避させるガイド輪郭を持たせるのが有利で
ある。この場合、係止アームとストッパとが結合する前に、係止アームはハウジングがキ
ャリッジに対して旋回する際に側方へ回避可能となる。
【００１０】
　ストッパ素子に配置したストッパは、係止レールおよびキャリッジとは反対側に向けら
れた停止面から形成する。係止アームに湾曲端を設け、ストッパ素子の停止面に対してほ
ぼ平行に延在する停止エッジとする。ハウジングの境界面が深度ストッパに接する場合に
その固定を可能とするため、ストッパ素子に対向した深度ストッパの停止面と係止アーム
の停止エッジとの間隔は、少なくとも深度ストッパに対向したハウジングの境界面と停止
面として形成したストッパ素子のストッパとの間隔と一致させるのが有利である。
【００１１】
　機能上の理由により、係止アームばね鋼製とするのが有利である。
【００１２】
【最良の実施形態】
以下、図示実施例につき本発明を一層具体的に説明する。
【００１３】
　図１に示した壁面スリット加工装置は、ハウジング１と、少なくとも一枚のディスク５
からなるスリット工具４を駆動し得るようハウジング１に結合した駆動ユニット２と、キ
ャリッジ３とから構成する。ハウジング１は、その第一端部領域に配置した軸受６を中心
として、スリット工具４のディスク面に平行な面内でキャリッジ３に対してばね７の力に
抗して旋回可能である。
【００１４】
　キャリッジ３の偶部にローラ 23を配置し、これらローラ 23は被加工基盤Ｕ上でキャリッ
ジ３を一層良好に変位させるものである。ローラ 23はキャリッジ３および加工装置全体を
、もっぱら加工装置の長手方向と平行な方向にのみ変位させる配置とする。
【００１５】
　駆動ユニット２と結合した歯車機構（図示せず）は出力軸 24を有し、  この出力軸 24は
ハウジング１の長手方向に対して直角に延在させる。スリット工具４を形成する二枚のデ
ィスク５は、出力軸 24に固定する。
【００１６】
　軸受６を介してキャリッジ３と結合した第一端部領域のみならず第二端部領域において
も、ハウジング１には各一個の突出した握り９， 10を設ける。
【００１７】
　ハウジング１上で、握り９， 10の間に吸込管 20を配置する。握り９， 10の間でハウジン
グ１から突出する電気ケーブル 16は保持素子 22によりに吸込管 20定着可能とする。
【００１８】
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　加工装置の第一端部領域に配置した握り 10には駆動ユニット２を作動させるための電気
スイッチ 25を設ける。
【００１９】
　加工装置の第二端部領域に配置した握り９には係止スイッチ 11を設け、係止スイッチ 11
は作動時にハウジング１とキャリッジ３との間における旋回運動を制限するストッパ素子
12をばね素子８の力に抗して回動させる。図２に示すように、係止スイッチは押し込まれ
ないストッパ 12の係止位置においては、ストッパ素子 12の舌状部分 13がキャリッジ３から
ハウジング１に向けて突出する係止レール 17の遊端において支持される。
【００２０】
　係止レール 17には、図示しないクランプ領域を有する深度ストッパ 18を配置し、この深
度ストッパ 18は係止レール 17に沿って段階的に調節可能とする。その際、クランプ領域は
係止レール 17の噛合領域 29に形状結合する。同様に、キャリッジ３から突出する調整目盛
り 19により深度ストッパ 18を任意のスリット深さに調整可能とする。
【００２１】
　係止スイッチ 11を作動すると、図３に示すように、ストッパ素子 12は伝達素子によって
係止位置から開放位置まで回動する。その結果、ストッパ素子 12における舌状部分 13が係
止レール 17から解放され、ハウジング１が係止レール 17またはキャリッジ３に対して旋回
可能となる。
【００２２】
　図５に示すように、ハウジング１における深度ストッパ 18に対向する境界面 26は係止レ
ール 17に配置した深度ストッパ 18の停止面 27に接触し、係止スイッチ 11が作動している限
り任意のスリット深さに調整した深度ストッパ 18に対してハウジング１を固定することが
できる。したがって加工装置は動作位置を占め、スリット工具４のディスク５は、被加工
基盤Ｕ上に乗り上げたキャリッジ３から、調整目盛り 19によって読み取り可能な分だけ突
出する。深度ストッパ 18にハウジング１を固定する結果、ストッパ素子 12の停止 14と協
働し、ストッパ素子 12に向けて突出する係止アーム 28を有する深度ストッパ 18を用いて可
能となる。停止 14は、係止レール 17またはキャリッジ３とは反対側の停止面として形成
する。係止アーム 28に湾曲端を設けて、ストッパ素子 12の停止面 14に対してほぼ平行に延
在する停止エッジ 21を形成する。停止エッジ 21は停止面 14を把持可能とし、これによって
ハウジング１を深度ストッパ 18のみならずキャリッジ３に対しても固定可能とする。
【００２３】
　図４に示すように、ハウジング１がキャリッジ３に対して旋回する際に、係止アーム 28
の停止エッジ 21に対して停止面 14がほぼ平行に変位する場合にのみ、ストッパ素子 12の停
止面 14は把持可能となる。ストッパ素子 12は、係止アーム 28を弾性的に回避させると共に
停止エッジ 21をほぼ平行に変位させるガイド輪郭 15を有する。ハウジング１が旋回する間
、係止アーム 28の湾曲端はストッパ素子 12のガイド輪郭 15に接触して側方に変位し、その
際、弾性材料から形成した係止アーム 28を付勢させる。ハウジング１の境界面 26が深度ス
トッパ 18の停止面 27に接触して動作位置に到達すると、係止アーム 28の遊端はストッパ素
子 12のガイド輪郭 15から離れ、  係止アーム 28は初期位置に復帰してストッパ素子 12の停
止面 14を把持する。
【００２４】
　ハウジング１の境界面 26が深度ストッパ 18に接触する場合、係止アーム 28の停止エッジ
21を有する停止面として形成したストッパ素子 12の停止面 14を把持可能とするため、スト
ッパ素子 12に対向する深度ストッパ 18の停止面 27と係止アーム 28の停止エッジ 21との間隔
A1は、少なくとも深度ストッパ 18に対向するハウジング１の境界面 26とストッパ素子 12の
ストッパ 14との間隔 A2と一致させるのが有利である。
【００２５】
　ハウジング１とキャリッジ３との間に配置したばね７が付勢するにも拘わらず、キャリ
ッジ３に対してハウジング１を開放すること、またはハウジング１を深度ストッパ 18から
取り外すことは不可能である。係止スイッチ 11を解除した後、ストッパ素子 12は初期位置
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まで回動復帰する。それにより、ストッパ素子 12の停止面 14と係止アーム 28の停止エッジ
21との間における係合が解除される。ハウジング１がキャリッジ３から離間し、加工装置
は再び初期位置を占めることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本発明による壁面スリット加工装置の停止状態を示す正面図である。
【図２】図２は、図１の加工装置の係止機構をキャリッジに対するハウジングの一作動位
置で示す断面図である。
【図３】図３は、図１の加工装置の係止機構をキャリッジに対するハウジングの他の作動
位置で示す断面図である。
【図４】図４は、図１の加工装置の係止機構をキャリッジに対するハウジングの他の作動
位置で示す断面図である。
【図５】図５は、図１の加工装置の係止機構をキャリッジに対するハウジングの他の作動
位置で示す断面図である。
【符号の説明】
１  ハウジング
２  駆動ユニット
３  キャリッジ
４  加工工具
５  ディスク
６  軸受
７  ばね
９， 10 握り
11 係止スイッチ
12 ストッパ素子
14 停止面
15 ガイド輪郭
17 係止レール
18 深度ストッパ
21 停止エッジ
26 境界面
27 停止面
28 係止アーム
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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